
射水市特定不妊治療費（先進医療）助成制度 

申請書類のチェックリスト 

 
１ 申請期間を確認してください。 
  □期間中の申請ですか？ 

⇒期日を過ぎた場合は助成することができませんので、必ず期間中に申請して

ください。 
 
・特定不妊治療（先進医療）：１回の特定不妊治療終了日から１年以内 

 

 

２ 次の書類が揃っているか確認してください。 
□特定不妊治療費（先進医療）助成金交付申請書兼請求書 

…申請者が記入する書類 

□特定不妊治療費（先進医療）助成事業受診等証明書 
…医療機関・院外処方の薬局が記入する書類 

□領収書及び診療明細書（原本）受診証明書に記載されている分 

 ※領収書の合計額と受診証明書の本人負担額等が合っていますか。 
□夫婦それぞれの保険証の写し  
□事実婚関係に関する申立書※事実婚関係にある場合に必要 
□通帳のコピー（新規申請の方または以前と違う口座で申請される方）。 

□戸籍謄本（夫婦が記載されているものであれば抄本でも可） 

…夫婦の住所が異なる場合に必要です。 

 

 

３ 交付申請書兼請求書の記載内容をチェックしてください（記載例を参考に）。 

□申請日の記入はありますか？ 

  □携帯電話の記入（夫婦それぞれ）はありますか？  

  □夫または妻名義の口座になっていますか？ 

 

 

４ 今回申請する先進医療について、国又は地方公共団体その他の団体から、
他の制度による助成を受けていますか。 

  □他の制度による助成は受けていない 

⇒他の制度による助成を受けている場合は助成することができません 

 

   
 

 


